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要 旨 
 

＜概要＞ 

 引船しまふじは、船長ほか２人が乗り組み、作業台船雅
みやび

をえい
．．

航して北北東進中、

また、漁船第８８久吉
きゅうよし

丸は、船長ほか１人が乗り組み、青森県深浦町艫作埼西方沖

の漁場に向けて西進中、平成２５年７月１５日１５時４０分ごろ、深浦町深浦港西方

沖において、雅と第８８久吉丸とが衝突した。 

 雅には、右舷中央部外板に破口が生じ、第８８久吉丸には、球状船首に亀裂が生じ

たが、両船共に死傷者はいなかった。 

 

＜原因＞ 

 本事故は、艫作埼北西方沖において、しまふじが雅をえい
．．

航して全長約３００ｍの

引船列を構成して北北東進中、第８８久吉丸が西進中、しまふじ甲板員が第８８久吉

丸と接近していることに気付かず、また、第８８久吉丸船長が、家族からの電話を受

け、操舵室の床にしゃがんでメモを取っていたため、雅と第８８久吉丸とが衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

しまふじ甲板員が、第８８久吉丸と接近していることに気付かなかったのは、深浦

港から出港した４隻の漁船を認めた際、第８８久吉丸がしまふじの船尾を通過する針

路であると思い、他の３隻の漁船が、船首方を通過し、また、沿岸部を航行しており、

危険な漁船はいないと思ったことから、右舷前方の砂利採取運搬船を見ていたことに

よるものと考えられる。 

第８８久吉丸船長が、家族からの電話を受け、操舵室の床にしゃがんでメモを取っ

ていたのは、先航する２隻のいか釣り漁船の状況を確認することに注意が向いていた

ことから、しまふじの引船列に気付かなかったことによるものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 引船しまふじは、船長ほか２人が乗り組み、作業台船雅
みやび

をえい
．．

航して北北東進中、

また、漁船第８８久吉
きゅうよし

丸は、船長ほか１人が乗り組み、青森県深浦町艫作埼西方沖

の漁場に向けて西進中、平成２５年７月１５日１５時４０分ごろ、深浦町深浦港西方

沖において、雅と第８８久吉丸とが衝突した。 

 雅には、右舷中央部外板に破口が生じ、第８８久吉丸には、球状船首に亀裂が生じ

たが、両船共に死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２５年７月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官

（仙台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２５年７月２５日、１０月２８日 口述聴取 

  平成２５年７月３０日 現場調査及び口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、しまふじ（以下「Ａ船」という。）の船長（以下

「船長Ａ」という。）及びＡ船の甲板員（以下「甲板員Ａ」という。）並びに第８８久

吉丸（以下「Ｃ船」という。）の船長（以下「船長Ｃ」という。）及びＣ船の甲板員

（以下「甲板員Ｃ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか１人が乗り組み、クローラークレーン＊1を

                         
＊1

 「クローラークレーン」とは、キャタピラで走行する移動式クレーンをいう。 
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積載した雅（以下「Ｂ船」という。）をえい
．．

航して全長約３００ｍの引船列

（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、平成２５年７月１３日１６時２０

分ごろ石川県七尾市七尾港を出港して岩手県釜石市釜石港に向かった。 

Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか１人の甲板員の３人による単独の３時間交

代の航海当直を行い、７月１５日は１２時００分から１５時００分まで船長Ａ

が、１５時００分から１８時００分まで甲板員Ａがそれぞれ航海当直の予定で

あった。 

甲板員Ａは、１５日１５時００分ごろ船長Ａから航海当直を引き継ぎ、艫作

埼の西方約３海里（Ｍ）を通過し、ＧＰＳプロッターを見ながら、サテライト

コンパス＊2と連動した自動操舵装置の針路を青森県外ケ浜町龍飛
た っ ぴ

埼の西方約３

Ｍに向ける約０２９°（真方位、以下同じ。）に定め、機関を回転数毎分（rpm）

約１,３２０とした約５.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航

行していた。 

甲板員Ａは、背もたれと肘掛けの付いた椅子に座って操船に当たり、右舷船

首方の深浦港から４隻の漁船が出港してきたことを認め、２隻の漁船が本船の

船首方約０.５Ｍを通過し、３隻目の漁船がＡ船の船尾を通過する針路であり、

４隻目の漁船が沿岸部を航行しているので、危険な漁船はいないと思い、本船

の右舷前方を艫作埼沖に向けて航行する砂利採取運搬船を見ながら、３隻目の

漁船の動向をレーダーでは確認せず、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

甲板員Ａは、左舷側から追い掛けてきたＣ船の僚船から、衝突して逃げて行

くのかと言われ、初めてＣ船と衝突したことに気付き、機関を中立にして船長

Ａに報告した。 

操舵室に上がった船長Ａは、Ｃ船の僚船から衝突したことを告げられて状況

を把握し、１６時０７分ごろ海上保安庁に事故の発生及び現在位置が北緯４０

度４１分２０.９秒、東経１３９度５０分３１.１秒であることなどを通報した。 

Ａ船は、海上保安庁の指示で前記の位置で待機していたものの、Ｂ船が右舷

側に傾いてきたので、船長Ａが、Ｂ船に乗り移って損傷箇所を確認したところ、

右舷中央部外板に直径約１ｍの破口が生じ、間仕切りされた区画に浸水してお

り、海上保安庁に連絡した後、１７時１０分ごろから航行を再開し、１８時 

３０分ごろ深浦港に入港した。 

(2) Ｃ船 

Ｃ船は、船長Ｃ及び甲板員Ｃが乗り組み、１５時１０分ごろ深浦港を出港し、

                         
＊2 「サテライトコンパス」とは、２つのアンテナを船首尾方向に取り付け、２つのアンテナの相対

的な位置関係から方位を計算する方位センサーをいう。 
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艫作埼西方約２０Ｍの漁場に向かい、船長Ｃが、単独で手動操舵に当たり、約

７kn の速力で航行して深浦港の深浦西防波堤を過ぎてから定置網を避けなが

ら航行し、甲板員Ｃは、後部の船員室で休んでいた。 

船長Ｃは、定置網を通過し、ＧＰＳプロッターにマークしている地点におい

て、ＧＰＳプロッターを見ながら、針路を西方に設定して自動操舵に切り替え、

機関を１,３００rpmとし、約９knに増速した。 

船長Ｃは、日常から隣接するいか釣り漁船と約３Ｍ離して操業位置を決めて

操業しているので、約１Ｍ先を航行する２隻のいか釣り漁船の散らばり具合を

確認するため、３Ｍレンジとしたレーダー画面を見たり、椅子の上に立って操

舵室の天井に増設したガラス張りの見張り台から２隻のいか釣り漁船の状況を

目視で確認したりしていたが、左舷船首方のＡ船引船列については気付かな 

かった。 

船長Ｃは、１５時３７～３８分ごろ、家族からの電話を受け、北海道余市町

周辺のイカの水揚げ状況のことだったので、操舵室の床にしゃがんで下を向い

てメモを取り始めた。 

Ｃ船は、１５時４０分ごろ、船長Ｃが、電話を終わるとほぼ同時にＢ船と衝

突した。 

船長Ｃは、機関を停止し、漁業用無線により、本船の後方を航行していた僚

船にＡ船を追い掛けるように依頼を行い、１６時３０分ごろ海上保安庁の指示

により、単独で航行して深浦港に向かい、１７時００分ごろ同港に入港した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２５年７月１５日１５時４０分ごろで、発生場所は、艫

作埼灯台から３２４°６,０００ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 船長Ａ、甲板員Ａ、船長Ｃ及び甲板員Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

    死傷者はいなかった。 

  (2) Ｃ船 

    死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船長Ａ、船長Ｃの口述及び損傷写真によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船引船列 
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    Ｂ船の右舷中央部外板に直径約１ｍの円状の破口を生じた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) Ｃ船 

    球状船首の右舷側に縦約３ｍの亀裂及び縦の亀裂の上端から中央方向に向け

て約２ｍの亀裂を生じ、船首部の燃料油タンクに浸水した。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、操縦免許証 

   ① 船長Ａ 男性 ４１歳 

      一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

       免許登録日 平成３年４月１８日 

直径約１ｍの円状の

破口 

写真１ Ｂ船の損傷状況 

写真２ Ｃ船の損傷状況 

球状船首の亀裂

（補修中） 
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       免許証交付日 平成２３年３月１０日 

              （平成２８年４月１７日まで有効） 

   ② 甲板員Ａ 男性 ４６歳 

      一級小型船舶操縦士 

       免許登録日 平成２３年１０月７日 

       免許証交付日 平成２３年１０月７日 

              （平成２８年１０月６日まで有効） 

   ③ 船長Ｃ 男性 ５８歳 

      一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

       免許登録日 平成４年９月１８日 

       免許証交付日 平成２４年１月１９日 

              （平成２９年９月１７日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴等 

   ① 船長Ａ 

     船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

     １８歳から実家の漁船でいか釣り漁を行い、３５歳のとき、内海船舶有限

会社（以下「Ａ社」という。）に入社し、３６歳でＡ船の船長になった。 

   ② 甲板員Ａ 

     甲板員Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

     まぐろ船の甲板員として乗り組み、平成２３年３月末にＡ社に入社し、平

成２３年１１月ごろからＡ船に甲板員として乗り組んでいた。 

   ③ 船長Ｃ 

     船長Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

     ２０歳頃から漁船に乗り組み、いか一本釣り漁、たら刺し網漁、えび籠漁

などに従事し、平成元年頃からいか一本釣り漁に従事していた。例年、２月

初旬から４月ごろまでの間、対馬沖で操業を行い、漁模様次第で北上してい

るが、本年は、７月から新潟県沖～青森県沖で操業し、１２月まで余市町沖

で操業を行う予定であった。 

  (3) 健康状態 

    船長Ａ、甲板員Ａ及び船長Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 船長Ａ 

     本事故当時、健康状態は良好であった。 

   ② 甲板員Ａ 

     本事故当時、健康状態は良好であった。眼鏡はかけておらず、両眼共に視

力は１.５であり、聴力は良好であった。 
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   ③ 船長Ｃ 

     本事故当時、健康状態は良好であった。視力は、眼鏡をかけて両眼共に視

力は１.０ぐらいであり、聴力は良好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     船 舶 番 号  １３９－１７広島 

     船 籍 港  広島県福山市 

     船舶所有者  メイクマリン有限会社 

     船舶借入人  Ａ社 

     総 ト ン 数  １９トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ２４.２１ｍ×５.４０ｍ×２.８８ｍ 

     船 質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  ７３６kＷ 

     推 進 器  コルトノズルプロペラ１個 

     進水年月日  平成１６年５月２４日 

   (2) Ｂ船 

     船 種  作業台船 

     船舶所有者  株式会社川田組 

     積 載 重 量  １,０００トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ４３.０ｍ×１８.０ｍ×２.５ｍ 

     船 質  鋼 

     進水年月日  平成５年７月２０日 

   (3) Ｃ船 

     漁 船 登 録 番 号  ＨＫ２－２０７６８ 

     船舶検査済票の番号  第２００－２８０９２号 

     主 た る 根 拠 地  北海道余市町 

     船 舶 所 有 者  個人所有 

     総 ト ン 数  １９トン 

     Ｌ ｒ × Ｂ × Ｄ  １８.８０ｍ×４.４９ｍ×１.４０ｍ 

     船 質  ＦＲＰ 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  ６０３.１０kＷ 
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     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

     進 水 年 月 日  昭和６０年２月１６日 

 

 2.5.2 積載状態 

  船長Ａ及び船長Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船引船列 

     本事故時、Ａ船は、貨物の積載はなく、喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約

２.９ｍであり、Ｂ船は、クローラークレーン（１５２ｔ）を積載し、固定

しており、喫水は等喫水の約０.４ｍであった。 

   (2) Ｃ船 

     Ｃ船は、本事故時、深浦港からいか一本釣り漁に向かう途中であり、漁獲

物はなかった。 

 

 2.5.3 船舶の設備等に関する情報 

   (1) Ａ船引船列 

    ① 航海計器 

船長Ａの口述によれば、Ａ船の操舵室には、レーダー、ＧＰＳプロッ 

ター及びサテライトコンパスと連動した自動操舵装置が装備されていた。

操舵室には椅子が設置してあり、全面がガラス窓に囲まれているため、周

囲の見通しは極めて良好であった。 

      甲板員Ａの口述によれば、Ａ船は、本事故当時、レーダー及びＧＰＳプ

ロッターが作動中であり、不具合又は故障している機器類はなかった。 

レーダーは６Ｍレンジで使用していた。 

    ② 船体及び機関 

      船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

      Ａ船は、機関遠隔操縦盤により、操舵室から直接機関を操縦できるよう

になっており、本事故当時、船体及び機関に不具合又は故障はなかった。 

      Ｂ船は、本事故当時、船体に不具合はなかった。 

   (2) Ｃ船 

    ① 航海計器等 

      Ｃ船の操舵室には、左舷側からレーダー、ＧＰＳプロッター、操舵機及

びレーダーが設置されていた。 

      船長Ｃの口述によれば、Ｃ船は、船首が高いので、前方の見通し状況が

余り良くなく、航行中、船首が浮上し、船首方向のかんざしの幅くらいの

１５°程度の範囲が見えなくなった。通常は、周囲の状況をレーダーで確
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認し、また、天井をくり抜いて四方が見えるガラス張りの見張り台をつけ

ているので、右舷側の椅子に立ち、ガラス窓から前方を見るようにすれば、

死角（視界が制限される状態）がなくなっていた。 

      本事故当時には、左舷側のレーダーは停止し、ＧＰＳプロッター及び右

舷側のレーダーを作動中であり、レーダーレンジは３Ｍであった。  

マグネットコンパスと連動した自動操舵装置が装備されており、ＧＰＳ

プロッターの画面を見て自動操舵装置の針路を設定していた。航海計器に

不具合又は故障している機器類はなかった。 

    ② 船体及び機関 

      船長Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

      Ｃ船は、機関遠隔操縦盤により、操舵室から直接機関を操縦できるよう

になっており、本事故当時、船体及び機関に不具合又は故障はなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値 

    本事故発生場所の東方約９.５km に位置する深浦測候所における観測値は、

次のとおりであった。 

１４時００分 天気 曇り、風向 北、風速 ３.７m/s、気温 ２１.２℃、 

       視程 １７.５km 

    １５時００分 天気 曇り、風向 北北西、風速 ３.４m/s、 

           気温 ２３.３℃、視程 １６.６km 

    １６時００分 天気 晴れ、風向 北北西、風速 ３.３m/s、 

           気温 ２３.６℃、視程 １７.５km 

 

 2.6.2 乗組員の観測 

  船長Ａ、甲板員Ａ、船長Ｃ及び甲板員Ｃの口述によれば、本事故当時の気象及び

海象は、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ａ 

     天気は晴れ、風速約４～５m/s の北風が吹き、波高約０.５～０.６ｍの北

からの波があり、潮は北東流であった。 

   (2) 甲板員Ａ 

     天気は晴れ、風速約４～５m/s の北東風が吹き、波高約０.５ｍの北東か

らの波があった。 

   (3) 船長Ｃ 

     天気は晴れ、風向は覚えていないが、風速は約４～５m/s であり、波はな
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く、潮も気付くような流れではなく、視界は良好だった。 

   (4) 甲板員Ｃ 

     天気は晴れ、風速約４～５m/s の北西風が吹き、視界は良好だった。波は

ほとんどなかった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 海上保安庁刊行の本州北西岸水路誌によれば、次のとおりである。 

 艫作埼から大戸瀬埼間の約１３Ｍは、山地が海岸に迫り南部に深浦港がある。大戸

瀬埼から小泊岬間の約２４Ｍは、弓形の開湾で砂浜のところが多い。また、距岸１Ｍ

前後で、水深２０ｍ以上となる。深浦港は、艫作埼の北東方約４Ｍの小さな湾入部に

ある港則法適用港である。深浦防波堤基部の南側に長さ約２８７ｍの第２物揚場岸壁、

南方に長さ約２２０ｍの物揚場があり、燃料油及び氷の補給ができる。 

 

２.８ Ｃ船の定針地点等に関する情報 

 船長Ｃの口述及びＣ船のＧＰＳプロッターによれば、次のとおりであった。 

  (1) 定針地点 

    船長Ｃは、定置網を通過して定針する地点をＧＰＳプロッターにマークして

おり、ＧＰＳプロッターは、日本測地系＊3であった。 

    船長Ｃが定置網を通過して定針する地点の緯度及び経度は、 

    北緯 ４０°３８.９５０′ 

    東経１３９°５４.６８２′であった。 

    この位置は、世界測地系＊4では、 

    北緯 ４０°３９.１１′ 

    東経１３９°５４.４７′であり、 

    艫作埼灯台から０４２°５,６００ｍの地点であった。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

                         
＊3 「日本測地系」とは、明治時代に港区麻布台の旧国立天文台跡地を経緯度原点として定め、そこ

を基に構築された日本における緯度及び経度の測定の基準をいう。 
＊4 「世界測地系」とは、人工衛星から高精度に計測された地球全体の正確な大きさや形状を基にし、

世界的な整合性を持たせて構築された緯度及び経度の測定の基準をいう。 
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写真３ 定置網を通過して定針する地点の映像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  (2) 衝突地点 

    衝突地点の緯度及び経度は、船長Ｃが、ＧＰＳプロッターの画面表示により、

操業日誌に記載しており、 

    北緯 ４０°３９.２８′ 

    東経１３９°４９.５９′であった。 

    この位置は、世界測地系では、 

    北緯 ４０°３９.４４′ 

    東経１３９°４９.３８′であり、 

艫作埼灯台から３２４°６,０００ｍの地点であった。（写真４参照） 

 

 

 

 船長Ｃが、操業日誌に記載

した衝突地点（緯度、経度） 

Ｃ船の現在位置（緯度、経度） 

 船長Ｃが、定針地点にカーソ

ルをセット 

カーソル位置の緯度、経度 

写真４ 操業日誌 
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Ｃ船が、定針してから衝突するまでの針路は、定置網を通過して定針する地

点と衝突地点とを結ぶ方位線により、約２７５°であった。 

  (3) 衝突時刻 

    衝突時刻は、船長Ｃが、本事故発生後、携帯電話の着信履歴を見て家族から

電話を受けた時刻及び通話時間から、７月１５日１５時４０分ごろであること

を確認した。 

 

２.９ 漏えい
．．

した油に関する情報 

  (1) 漏えい
．．

した油の状況 

    船長Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

    Ｃ船は、球状船首に亀裂が生じて船首部の油タンクに浸水し、油タンクには、

Ｃ重油が約２kℓ入っていたが、全て流出した。 

  (2) 漏えい
．．

した油の除去等 

    船長Ｃの口述によれば、深浦港に入港してから、Ｃ船の周りにオイルフェン

スを張って中和剤（油処理剤）をまいた。 

    海上保安庁の広報資料によれば、本事故後、本事故発生場所付近に認められ

た油膜に対し、巡視船が拡散作業を行い、油膜を消滅させた。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１、２.８及び 3.1.2から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船引船列 

    ① Ａ船引船列は、釜石港に向けて速力約５.５kn で航行中、甲板員Ａが、

平成２５年７月１５日１５時００分ごろ船長Ａから航海当直を引き継ぎ、

艫作埼西方約３Ｍを通過し、自動操舵の針路を龍飛埼西方約３Ｍに向ける

約０２９°に定めた。 

② 甲板員Ａは、右舷船首方の深浦港から出港した４隻の漁船を認め、先航

する２隻の漁船が船首方を通過し、Ｃ船（３隻目の漁船）がＡ船の船尾を

通過する針路であり、４隻目の漁船が沿岸部を航行しているので、危険な

漁船はいないと思った。 

    ③ 甲板員Ａは、右舷前方を艫作埼沖に向けて航行する砂利採取運搬船を見

ながら、航行を続けた。 
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    ④ 甲板員Ａは、Ｃ船の僚船に呼び止められ、Ｂ船とＣ船が衝突したことに

気付いた。 

   (2) Ｃ船 

    ① Ｃ船は、１５時１０分ごろ深浦港を出港し、先航する２隻の漁船に続き、

艫作埼西方沖の漁場に向かい、船長Ｃが単独で手動操舵に当たり、約７kn

の速力で航行した。 

    ② 船長Ｃは、深浦港西方沖において、自動操舵に切り替えて針路約   

２７５°とし、約９knに増速した。 

    ③ 船長Ｃは、先航する２隻のいか釣り漁船の散らばり具合について、レー

ダー画面を見るなどし、２隻のいか釣り漁船の状況を確認していた。 

    ④ 船長Ｃは、１５時３７～３８分ごろの間に家族からの電話を受け、操舵

室の床にしゃがんでメモを取り始め、電話が終わった頃の１５時４０分ご

ろＣ船とＢ船が衝突した。 

 

 3.1.2 衝突した船舶の状況 

  ２.１及び２.３から、Ｃ船は、深浦港を出港し、先航する２隻の漁船に続いて航

行していたので、甲板員Ａが認めた深浦港から出港した４隻の漁船のうちの３隻目

の漁船であり、甲板員Ａは、Ｃ船を視認したものと考えられる。 

 

 3.1.3 事故発生日時及び場所 

  ２.１、２.８(2)、(3)及び 3.1.1 から、本事故の発生日時は、平成２５年７月 

１５日１５時４０分ごろで、発生場所は、艫作埼灯台から３２４°６,０００ｍ付

近であったものと考えられる。 

 

 3.1.4 損傷の状況 

  ２.３から、Ｂ船は、右舷中央部外板に直径約１ｍの円状の破口を生じ、また、

Ｃ船は、球状船首の右舷側に亀裂を生じ、船首部の燃料油タンクに浸水したものと

考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４(1)及び(3)から、次のとおりであった。 

    ① 船長Ａ、甲板員Ａ及び船長Ｃは、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

    ② 船長Ａ、甲板員Ａ及び船長Ｃは、本事故当時、健康状態は良好であった
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ものと考えられる。 

   (2) 船舶 

     2.5.3 から、Ａ船、Ｂ船及びＣ船は、船体、機関及び機器類には不具合又

は故障はなかったものと考えられる。 

 

 3.2.2 気象及び海象の状況 

  ２.６から、本事故発生場所付近における本事故当時の気象及び海象は、天気は

晴れ、風向は北、風力は３、視界は良好であったものと考えられる。 

 

 3.2.3 見張り及び操船状況に関する解析 

  ２.１、２.８及び３.１から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船引船列 

    ① 甲板員Ａは、艫作埼西方約３Ｍを通過し、自動操舵の針路を龍飛埼西方

約３Ｍに向ける約０２９°に定め、速力約５.５kn で航行中、艫作埼北西

方沖において、右舷船首方の深浦港から出港した４隻の漁船を認めたもの

と考えられる。 

② 甲板員Ａは、椅子に座って操船を行い、目視により、先航する２隻の漁

船が船首方約０.５Ｍを通過し、接近するＣ船がＡ船の船尾を通過する針

路であり、４隻目の漁船が沿岸部を航行しているので、危険な漁船はいな

いと思ったものと考えられる。 

③ 甲板員Ａは、右舷前方を艫作埼沖に向けて航行する砂利採取運搬船を見

ながら、航行を続けたものと考えられる。 

    ④ 甲板員Ａは、Ｃ船がＡ船の船尾を通過する針路であると思い、他の３隻

の漁船が、船首方を通過し、また、沿岸部を航行しており、危険な漁船は

いないと思ったので、右舷前方の砂利採取運搬船を見ていたことから、Ｃ

船と接近していることに気付かなかったものと考えられる。 

    ⑤ 甲板員Ａは、Ｃ船の僚船に呼び止められ、Ｂ船とＣ船が衝突したことに

気付いたものと考えられる。 

⑥ 甲板員Ａは、目視により、接近するＣ船がＡ船の船尾を通過するものと

思ったものの、Ｂ船とＣ船の衝突の虞については、確認していなかったも

のと考えられる。 

甲板員Ａは、Ａ船がＢ船をえい
．．

航しているので、Ｃ船とＢ船との衝突の

虞の有無を確認する必要があったが、Ａ船引船列の全長は約３００ｍであ

り、目視によって衝突の虞の有無を正確に判断することは困難であったも

のの、レーダー見張りを行っていなかったと考えられることから、レー 
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ダー見張りを適切に行っていれば、Ｂ船にＣ船が接近していることに気付

いた可能性があると考えられる。 

   (2) Ｃ船 

    ① 船長Ｃは、深浦港を出港し、先航する２隻の漁船に続き、艫作埼西方沖

の漁場に向かい、深浦港西方沖の艫作埼灯台から０４２°５,６００ｍ付

近において、自動操舵に切り替えて針路約２７５°とし、約９kn に増速

して航行したものと考えられる。 

    ② 船長Ｃは、ふだん、隣接するいか釣り漁船と約３Ｍ離して操業すること

にしていたため、先航する２隻のいか釣り漁船の散らばり具合について、 

レーダーを見たり、椅子の上に立って増設した見張り台から見たりし、２

隻のいか釣り漁船の状況を確認していたものと考えられる。 

    ③ 船長Ｃは、先航する２隻のいか釣り漁船の状況を確認することに注意が

向いていたことから、Ａ船引船列に気付かなかったものと考えられる。 

    ④ 船長Ｃは、Ａ船引船列に気付かなかったことから、１５時３７～３８分

ごろの間に家族からの電話を受け、操舵室の床にしゃがんでメモを取り始

めたものと考えられる。 

⑤ Ｃ船は、船長Ｃが電話を終わった頃にＢ船と衝突したものと考えられる。 

 

 3.2.4 事故発生に関する解析 

  ２.１、２.８、３.１及び 3.2.3から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船引船列 

    ① Ａ船引船列は、釜石港に向けて速力約５.５kn で航行中、甲板員Ａが、

７月１５日１５時００分ごろ船長Ａから航海当直を引き継ぎ、艫作埼西方

約３Ｍを通過し、自動操舵の針路を約０２９°に定めて航行を続けていた

ところ、艫作埼北西方沖において、右舷船首方の深浦港から出港した４隻

の漁船を認めたものと考えられる。 

    ② 甲板員Ａは、先航する２隻の漁船が船首方約０.５Ｍを通過し、接近す

るＣ船がＡ船の船尾を通過する針路であり、４隻目の漁船が沿岸部を航行

しているので、危険な漁船はいないと思ったものと考えられる。 

    ③ 甲板員Ａは、右舷前方を艫作埼沖に向けて航行する砂利採取運搬船を見

ながら、航行を続けたものと考えられる。 

④ 甲板員Ａは、Ｃ船がＡ船の船尾を通過する針路であると思い、他の３隻

の漁船が、船首方を通過し、また、沿岸部を航行しており、危険な漁船は

いないと思ったので、右舷前方の砂利採取運搬船を見ていたことから、Ｃ

船と接近していることに気付かなかったものと考えられる。 



- 15 - 

    ⑤ 甲板員Ａは、Ｃ船と接近していることに気付かなかったことから、Ｂ船

とＣ船が衝突し、Ｃ船の僚船に呼び止められ、衝突したことに気付いたも

のと考えられる。 

   (2) Ｃ船 

    ① Ｃ船は、１５時１０分ごろ深浦港を出港し、先航する２隻の漁船に続き、

艫作埼西方沖の漁場に向かい、船長Ｃが、単独で手動操舵に当たり、深浦

港西方沖において、自動操舵に切り替えて針路約２７５°とし、約９kn

に増速して航行したものと考えられる。 

    ② 船長Ｃは、ふだん、隣接するいか釣り漁船と約３Ｍ離して操業すること

にしていたため、先航する２隻のいか釣り漁船の散らばり具合について、 

レーダーを見たり、椅子の上に立って増設した見張り台から見たりし、２

隻のいか釣り漁船の状況を確認していたものと考えられる。 

    ③ 船長Ｃは、先航する２隻のいか釣り漁船の状況を確認することに注意が

向いていたことから、Ａ船引船列に気付かなかったものと考えられる。 

    ④ 船長Ｃは、Ａ船引船列に気付かなかったことから、１５時３７～３８分

ごろの間に家族からの電話を受け、操舵室の床にしゃがんでメモを取り始

めたものと考えられる。 

    ⑤ 船長Ｃは、家族からの電話を受け、操舵室の床にしゃがんでメモを取っ

ていたことから、Ｃ船とＢ船が衝突したものと考えられる。 

 

３.３ 油等の流出による環境への影響 

 ２.９から、Ｃ船は、船首部の油タンクのＣ重油が約２kℓ流出したが、深浦港に入

港後、オイルフェンスを張って油処理剤を散布し、また、本事故発生場所付近に認め

られた油膜については、巡視船が拡散作業を行い、油膜を消滅させたものと考えられ

る。 

 

 

４ 結 論 
 

４.１ 原因 

 本事故は、艫作埼北西方沖において、Ａ船引船列が北北東進中、Ｃ船が西進中、甲

板員ＡがＣ船と接近していることに気付かず、また、船長Ｃが、家族からの電話を受

け、操舵室の床にしゃがんでメモを取っていたため、Ｂ船とＣ船とが衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

甲板員Ａが、Ｃ船と接近していることに気付かなかったのは、深浦港から出港した
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４隻の漁船を認めた際、Ｃ船がＡ船の船尾を通過する針路であると思い、他の３隻の

漁船が、船首方を通過し、また、沿岸部を航行しており、危険な漁船はいないと思っ

たことから、右舷前方の砂利採取運搬船を見ていたことによるものと考えられる。 

 船長Ｃが、家族からの電話を受け、操舵室の床にしゃがんでメモを取っていたのは、

先航する２隻のいか釣り漁船の状況を確認することに注意が向いていたことから、Ａ

船引船列に気付かなかったことによるものと考えられる。 

    

４.２ その他判明した安全に関する事項 

 甲板員Ａは、Ａ船がＢ船をえい
．．

航しているので、Ｃ船とＢ船との衝突の虞の有無を

確認する必要があったが、Ａ船引船列の全長は約３００ｍであり、目視によって衝突

の虞の有無を正確に判断することは困難であったものの、レーダー見張りを行ってい

なかったと考えられることから、レーダー見張りを適切に行っていれば、Ｂ船にＣ船

が接近していることに気付いた可能性があると考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

 本事故は、艫作埼北西方沖において、Ａ船引船列が北北東進中、Ｃ船が西進中、甲

板員ＡがＣ船と接近していることに気付かず、また、船長Ｃが、家族からの電話を受

け、操舵室の床にしゃがんでメモを取っていたため、Ｂ船とＣ船とが衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

甲板員Ａが、Ｃ船と接近していることに気付かなかったのは、深浦港から出港した

４隻の漁船を認めた際、Ｃ船がＡ船の船尾を通過する針路であると思い、他の３隻の

漁船が、船首方を通過し、また、沿岸部を航行しており、危険な漁船はいないと思っ

たことから、右舷前方の砂利採取運搬船を見ていたことによるものと考えられる。 

船長Ｃが、家族からの電話を受け、操舵室の床にしゃがんでメモを取っていたのは、

先航する２隻のいか釣り漁船の状況を確認することに注意が向いていたことから、Ａ

船引船列に気付かなかったことによるものと考えられる。 

甲板員Ａは、Ａ船がＢ船をえい
．．

航しているので、Ｃ船とＢ船との衝突の虞の有無を

確認する必要があったが、Ａ船引船列の全長は約３００ｍであり、目視によって衝突

の虞の有無を正確に判断することは困難であったものの、レーダー見張りを行ってい

なかったと考えられることから、レーダー見張りを適切に行っていれば、Ｂ船にＣ船

が接近していることに気付いた可能性があると考えられる。 

 したがって、船舶等をえい
．．

航している引船の操船者は、他船を認めた場合にはレー

ダー等を活用し、被えい
．．

航物件も含め衝突の虞の有無を正確に判断するとともに、特
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定の物に偏することなく、周囲の見張りを常時、適切に行う必要がある。 

また、操船者は、見張りを行えない用件が生じた場合には、見張りに支障が生じな

いように交替要員を配置するなどの適切な措置を講じる必要がある。 

運輸安全委員会は、本事故の調査結果を踏まえ、同種事故の再発防止に寄与するた

め、引船の操船者に対し、他船を認めた場合にはレーダー等を活用し、被えい
．．

航物件

も含め衝突の虞の有無を正確に判断する必要性があることの周知について、一般社団

法人日本作業船協会、社団法人日本海上起重技術協会及び日本沿岸曳船海運組合に協

力を依頼する。 
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付図１ 推定航行経路図 
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